
Ⅳ 未来に向けた「美しい森林づくり」の推進と国産材の復活

（１）国民ニーズを捉えた「美しい森林づくり」に向け多角的な森林
も り

整備の推進

【 ， （ ， ） 】森林整備事業・治山事業 ２６７ ８８５ ２８２ ３６８ 百万円の内数

【美しい森林づくり推進国民運動の展開 １，４３３（１，１１８）百万円の内数】

【花粉発生源対策プロジェクト ２，５８７（３０）百万円】

対策のポイント

地球温暖化防止と森林資源の次世代への継承のために 「美しい森林づ、

くり」を推進します。

、 「 」 、その内容は 総合的な間伐推進のための 美しい森林づくり 促進対策

美しい森林づくり推進国民運動の展開、花粉発生源対策などです。

（我が国の森林・林業の現状）

）・森林吸収目標達成を図るために間伐実施が必要な330万haのうち、高齢級（10齢級以上

の森林が約150万ha（45% 。）

・私有林の４分の１を不在村森林所有者が所有（327万ha 。）

・平成18年の木材の自給率は前年に引き続き２割を超え（20.3％ 、国産材の利用量は）

増加傾向。

政策目標

① 2007年～2012年の６年間で330万haの間伐を実施し間伐の遅れを解消

② 100年先を見据え、広葉樹林化、長伐期化、針広混交林化等多様な森

林づくりを推進

京都議定書第１約束期間（2008年から2012年）における

森林吸収目標1300万炭素トンの達成

＜内容＞

１. 「美しい森林づくり」推進総合対策

（１ 「美しい森林づくり」促進対策）

森林所有者の負担、地方財政事情など森林整備を巡る情勢に対処し、また、人

工林の資源内容の変化等に対応するため、制度の充実を図るなど、総合的な取組

を展開します。



充実内容１ 高齢級森林の利用間伐を進めます。

10齢級以上（46年生以上）の森林の間伐について、民間資金の活用、事後

精算という全く新しい方式で助成します。

間伐実施者が、短期資金を民間金融機関から借り入れる際に、これに要す

る利子を全額負担します。返済は間伐による収入で行い、間伐実施により損

失が発生した場合は、損失額の2/3（間伐経費の1/2以内）を補填します。間

伐実施者はリスク軽減により意欲的な事業実施が可能となります。

高齢級森林整備促進特別対策事業 １，０００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

充実内容２ ７～９齢級の間伐への補助を本格的に実施します。

人工林の高齢級化に対応して、補助対象を拡充し、団地的な森林整備を推

進します。また、水源かん養や山地災害防止などの機能の程度にかかわらず

補助の対象とします。

育成林整備事業等（公共） ２８，７１１（３５，０６５）百万円の内数

補助率：３／１０

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

充実内容３ 現場の創意工夫が活かせる柔軟な助成を行います。

国から市町村に交付金を直接交付する仕組みを創設します。

間伐、耕作放棄地等への植林などに取り組むとともに、地域提案枠（事業

費の１割）を活用した事業を実施することができます。

美しい森林づくり基盤整備交付金（公共） １，０００（０）百万円

補助率：１／２

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

充実内容４ 定額助成方式による森林整備を引き続き実施します。

地方公共団体や森林組合等が、集約化等の取組を行いつつ、森林所有者等

の自己負担を軽減することができるよう、定額助成方式の間伐を推進します。

未整備森林緊急公的整備導入モデル事業（森林・林業・木材産業づくり交付金）

２，１６９（１，９７１）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等



充実内容５ 森林整備法人等による｢非皆伐施業｣を推進します。

間伐等を繰り返す非皆伐施業への転換に地域一体で取り組めるよう、合意

形成、分収林契約の変更、協定締結等の取組の支援や、有利子の農林公庫資

金と併せ貸しする無利子資金の貸付割合の引上げを行います。

｢美しい森林｣共同整備特別対策事業 ７００（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：都道府県協議会

充実内容６ 水土保全機能の低下した保安林を整備するため治山事業を充

実します。

過密化等が進んでいる保安林の水源かん養機能や山地災害防止機能を回復

するため、健全な成長促進を図る森林整備の対象齢級を引き上げ、また、え

ん堤等の治山施設の整備と併せて行う森林整備の制度を導入します。

保育事業、復旧治山事業等（公共）

５７，２９２（５９，５３３）百万円の内数

補助率：１／２、１／３等

事業実施主体：国、都道府県

充実内容７ 路網の整備、間伐材の利用促進等を進めます。

低コスト作業システムに対応した路網整備を計画的に行うとともに、林業

用機械の整備、間伐材の用途開拓等により間伐実施の条件を整えます。

【林道改良統合補助事業（公共） ４９９（５５０）百万円】

【森林・林業・木材産業づくり交付金 ９，６９２（９，７５６）百万円の内数】

【山村再生総合対策事業 ３００（０）百万円の内数】

充実内容８ 利用間伐を推進する融資制度を創設します。

利用間伐に係る計画に基づき利用間伐を拡大する林業者（個人、法人、林

業公社等）に対して、利用間伐に必要な資金と農林公庫資金の償還元金の円

滑な支払いに必要な資金を併せて貸し付ける融資制度を創設するとともに、

間伐を大規模に実施する者に対して、一層低利で運転資金を融通します。

【金融措置】

充実内容９ 地方財政措置を充実します。

森林吸収目標達成に資するため、追加的な間伐等の実施に必要な地方負担

について地方債の対象とするなど、地方財政措置を充実します。

【地方財政措置】

充実内容10 効率的な森林整備が可能な担い手を確保します。

低コスト作業等に必要な技術を有する人材の育成・定着、森林組合等の林

業事業体における「森林施業プランナー」の養成の加速化、高性能林業機械

のリースによる導入を支援し、低コストで効率的な森林整備を担いうる林業

就業者、林業事業体を確保します。



【緑の雇用担い手対策事業 ６，７００（６，７００）百万円】

【施業集約化・供給情報集積事業 ５９２（５５９）百万円】

【がんばれ！地域林業サポート事業 １００（０）百万円】

（２）美しい森林づくり推進国民運動の展開 別紙１

美しい森林づくりに向けた森林の整備・保全に取り組むため、民間組織・企

業・個々の国民と一体となった「美しい森林づくり推進国民運動」の展開を

図ります。

【美しい森林づくり推進国民運動の展開 １，４３３（１，１１８）百万円の内数】

（３）森林病虫害対策の推進

松くい虫被害の北上阻止のための防除対策やトキの野生復帰に向けた松林の

。 、 。保全対策を推進します また ナラ枯れ被害の効果的な防除手法を開発します

【森林害虫駆除事業委託 １５１（１５１）百万円】

【営巣木等保全整備事業 ４０（４１）百万円】

【ナラ枯れ被害の総合的防除技術高度化調査 １０（０）百万円】

別紙２２. 花粉発生源対策の推進

花粉症対策品種の開発、苗木の生産量の増大に向けた供給体制の整備を図り

。 、 。ます また 少花粉スギ林への更新・広葉樹林等への誘導を重点的に促進します

【 ， （ ） 】花粉発生源対策プロジェクト ２ ５８７ ３０ 百万円

３. 緑資源幹線林道事業の廃止と新たな交付金の創設

緑資源幹線林道事業については独立行政法人の事業としては廃止し、平成20

年度からは、残区間を対象に地方公共団体が森林整備等を促進する観点から現行

計画を柔軟に見直して行う路網の骨格となる「山のみち」の整備に対して助成を

行い、地域活性化を推進します。

山のみち地域づくり交付金等（公共） ７，０００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

［担当課：林野庁計画課（ ］０３－３５０１－３８４２（直））





美しい森林づくり推進国民運動の展開
も り

対策のポイント

美しい森林づくりに向けた森林の整備・保全に取り組むため、民間組織・企業・

個々の国民と一体となった「美しい森林づくり推進国民運動」の展開を図ります。
も り

、 。このために必要な活動やＰＲなどの経費について 民間の運動を支援していきます

美しい森林づくり推進国民運動」とは、１９年２月の美しい森林づくりのための関係閣僚によ・「
も り も り

、 、 。る会合で合意され 幅広い国民の理解と協力を得て 以下の政策目標を推進するための運動です

同年６月１日には、民間主導で「美しい森林づくり全国推進会議 （代表：出井伸之（株）クオン」
も り

タムリープ代表取締役）が設置されています。

・この運動は、かけがえのない日本の国土を守り、美しい森林を子孫に伝えていくものです。
も り

・このため、企業、ＮＰＯ、森林所有者、都市住民等幅広い主体の参画を進めます。

政策目標

以下の事項を目標として、取組を推進します。

、 「 」○ 毎年55万ha ６年間で330万haの間伐により間伐対象森林の８割を 美しい森林
も り

にします。

○ 100年先を見据えた広葉樹林化等多様で美しい森林づくりを推進します。
も り

＜内容＞

１．国民全般、企業、ＮＰＯを対象とした取組

（１）中央及び各都道府県レベルにおける普及啓発活動、企業やＮＰＯなどの森林づくり、地

域住民等の参画による手入れの遅れている森林の解消に向けた計画の作成等の美しい森林

づくりに必要な活動に対する支援を行います。

美しい森林づくり活動推進事業 ２５２（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

（２）緑化行事の開催等による国民への普及啓発、企業等の森林づくり活動への参加を促進す

るための環境整備等を推進します。

地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業 １６８（１６９）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

別紙１



（３）我が国の世界遺産候補地における森林の世界的な価値の保全・向上のため、森林生態系

の新たな保全管理手法の開発等を実施します。

「世界遺産の森林」保全推進に係る調査事業 ３２（０）百万円

事業実施主体：民間団体

（４）原生的な森林生態系や貴重な動植物が生息・生育する森林を維持・保全する保護林の設

定の推進を図ります。

保護林拡充緊急対策事業 ２９（０）百万円

事業実施主体：国

２．地域の森林づくりの推進役となる森林所有者等を対象とした取組

地域の林業をビジネスとして展開する経営感覚に優れた森林所有者の養成や、故郷に回帰

する団塊の世代等を対象とした所有森林の経営・管理のための支援、林業後継者等に対する

林業体験学習等を通じた普及・啓発活動等を実施します。

林業後継者活動支援事業 ９１（９７）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．不在村森林所有者を対象とした取組

都道府県庁所在地等における「ふるさと森林会議」の開催に加え、司法書士団体と森林組

合系統との連携を通じた都市部在住の不在村森林所有者への森林施業の働きかけの強化等に

より施業の集約化を図り森林整備を推進します。

施業集約化・供給情報集積事業 ５９２（５５９）百万円の内数

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体



花粉発生源対策プロジェクトの推進

対策のポイント

スギ花粉発生源対策を飛躍的に加速化させます。

このため、スギ花粉の少ない森林への転換等を重点的に促進します。また、

少花粉スギ等の苗木の供給量を大幅に増大します。

・スギ花粉症の罹患率は総人口の10％を超えると推計されています。

・これまでに開発された少花粉スギ品種は121品種、無花粉スギ品種は１品種です。

・少花粉スギ苗木の供給量は、9万本（17年）でスギ苗木全体（約1,500万本）の僅か0.6%に過ぎ

ません。

・全国のスギ人工林面積は約450万ha。最近のスギ造林面積は年に約6,000ha程度で、全国のスギ

林の更新を図った場合には、現在の苗木の供給体制では700年以上が必要です。

政策目標

○ 首都圏等へのスギ花粉の飛散に強く影響を与えると推定されるスギ林につい

て、少花粉スギ林等への転換を進め、10年間でおおむね５割減少させます。

○ 少花粉スギ等の苗木の供給量を10年後（平成29年）にはおおむね1,000万本に

増大します （これまでの目標は、平成28年に100万本）。

＜内容＞

１．無花粉スギ品種等の開発

（１）無花粉スギと精英樹の人工交配により開発した新品種の早期判定技術の開発を進めま

す。また、花粉症対策苗木の早期・大量生産技術の開発を進めます。

花粉症対策品種開発促進事業 ２０（０）百万円

事業実施主体：民間団体

（２）無花粉スギに関する遺伝的特性を解明し、また、遺伝子組換えによる花粉発生制御技

術の開発を進めます。

【 独）森林総合研究所運営費交付金 １０,１８０（１０，３１７）百万円の内数】（

【遺伝子組換えによる花粉発生制御技術等の開発 ７５（０）百万円】

２．花粉症対策苗木の生産供給体制の整備

（１）花粉症対策苗木の増産に不可欠なミニチュア採種園等の整備を推進します。また、花

粉症対策品種間の人工交配を行い、花粉症対策苗木の増産を進めます。

ミニチュア採種園等緊急整備事業（森林・林業・木材産業づくり交付金）４３（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県

別紙２



（ ） ）２ 花粉症対策苗木の供給量の増大を図るため、新たな挿し木生産（マイクロカッティング

の導入に必要な条件整備を進めます。

広域連携優良苗木確保対策のうちマイクロカッティング生産促進事業 ３０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（３）無花粉スギ等を短期間で普及させるため、組織培養により増殖等を行い、都道府県に

対し、無花粉スギ等の苗木を供給します。

抵抗性品種等緊急対策事業 ４８（４８）百万円の内数

事業実施主体：民間団体

３．花粉の少ない森林への転換等の促進

（１）首都圏等へのスギ花粉飛散量が多いと推定される発生源地域を対象に少花粉スギ林や

広葉樹林等への転換を促進するとともに、少花粉スギ苗木の着実な増産を図ります。

花粉の少ない森林づくり対策事業 ２，２８６（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）都市部を対象に、スギ花粉が多く飛散している発生源地域を推定する調査を実施し、

花粉発生源対策を効果的に推進します。

スギ花粉発生源調査事業 ４５（３０）百万円

事業実施主体：民間団体

（ ） 、 、３ 都市周辺のスギ人工林等において 広葉樹林や針広混交林へ誘導するための抜き伐り

雄花の多いスギ林分の間伐等を推進します。

森林環境保全整備事業等（公共） ６３,６０８（７１，７２９）百万円の内数

補助率：３／１０等

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

４．国民参加による花粉発生源対策の推進

（１）花粉発生源対策により伐採された木材の有効利用を図るため、単板製造施設、ラミナ

製造施設等をリースにより導入する場合のリース料の一部を助成します。

木材供給高度化設備リース促進事業 １７３百万円のうち８８（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）都市住民等による花粉症対策に効果的な森林づくり活動を支援します。

地域活動支援による国民参加の緑づくり活動推進事業 １６８（１６９）百万円の内数

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体



（２） 森林資源の利活用による地域の新たなビジネスの創出

森林資源利活用新産業創出対策 ２，５４７（５１）百万円】【

対策のポイント

森林や山村の地域資源を利活用した地域の新たなビジネスを創出すること

、林業・木材産業の再生と適切な森林整備、地域の活性化を図ります。により

（木質資源利用の可能性）

・林地残材や製材工場残材など木質資源の年間発生量は3,120万m （推計 。3 ）

・うち、熱エネルギー等としての利用量1,840万m 、未利用量1,280万m （41%)。林地残3 3

材の発生量860万m （推計）のほとんどが未利用。3

・2030年頃まで達成すべき生産目標である国産バイオ燃料600万klのうち、木質系から

の生産可能量は200万klから220万klと試算（国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向

けた工程表 。）

・プラスチックの生産量は1,400万t。バイオプラスチックの生産量は8.7万t（推計 。）

・民有林における間伐材の利用量は284万㎥（2005年 。）

政策目標

10年後に2,000億円規模のビジネスを創出

＜内容＞

１. 木質資源を利用した新たな産業の創出への支援

（１）間伐と木質資源の利用を一体的に推進する取組

間伐により発生する木質資源の安定的な確保及び燃料用等への利用に対す

る支援を通じて、 し、間伐と木質資源の利用を一体的に進めるモデルを構築

を図ります。木質資源を利用した新たな産業の創出と森林・林業の活性化

【木質資源利用ニュービジネス創出事業 ５７３（０）百万円】

【 （ ）提案型未利用木質資源利用地域再生施設モデル整備 森林・林業・木材産業づくり交付金

４００（０）百万円】

（２）森林資源活用型ニュービジネス創造のための製造システムの構築

先進的な技術による木林地残材や間伐材等の未利用森林資源活用のため、

質からのエネルギーやマテリアルの製造システムを構築 新することにより、

します。たなビジネスを創出し、地域を活性化



森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業 １，２００（０）百万円

事業実施主体：民間団体

２．森林・山村資源を活用した新たな産業づくり

森林やこれに関連する自然的・文化的資源及び間伐材、広葉樹、竹などの資

します。材を幅広く活用した新たな産業の創出等を支援し、山村を活性化

山村再生総合対策事業 ３００（０）百万円】【

特用林産物消費・流通総合支援対策事業 ７４（５１）百万円】【

［担当課：林野庁木材利用課（ ］０３－６７４４－２２９６（直））



（３）木材の加工流通体制の整備と林業生産コスト削減による国産

材の競争力の向上

【 （ ） 】国産材の競争力の強化 １５,８６８ １５,８８５ 百万円

【 （ ） 】森林・林業・木材産業づくり交付金 ９,６９２ ９,７５６ 百万円の内数

対策のポイント
林業再生の担い手の育成や森林組合等の林業事業体の活性化の支援を通

じて、林業生産コストを削減し、国産材の安定供給体制を確立します。ま

た、製材品の品質向上や物流効率化の支援等を通じて、高品質製品生産体

制の確立と流通の改革、国産材の利用拡大を進めます。これらにより、国

産材の競争力の向上を図ります。

（我が国の素材生産の労働生産性）

・我が国の だが、低コスト作業システム素材生産の労働生産性は全国平均で4.7m /人日3

（作業路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト・高効率な作業システム）を

採用し、 。8.0m /人日の生産性をあげている事業体も存在3

（我が国の木材利用）

木材の自給率は前年に引き続き２割を超え（20.3% 、国産材の利用量は・平成18年の ）

。増加傾向

・平成18年の建築基準法改正等により、品質・性能の確かな木材製品の安定的な供給

乾燥材の割合は約２に対するニーズが更に高まっているが、建築用製材品に占める

。割どまり

梁・桁では１割弱、柱は約５割ど・木造住宅の構造材に使用される国産材のシェアは、

。まり

政策目標

森林施業の集約化に取り組む森林組合の拡大

森林組合員所有森林面積の約４割（19年）→約８割（21年）

木材供給・利用量を平成27年までに35％拡大

1,700万m （16年） → 2,300万m （27年）3 3

＜内容＞

１．林業再生の担い手の支援と地域の活性化

（１）多様な技術を有する人材の育成・定着の促進

し、 に「緑の雇用」を拡充 低コスト施業等に必要な技術の向上に向けた取組

対して支援することにより、多様な技術を有する人材の育成・定着を促進し

ます。

緑の雇用担い手対策事業 ６，７００（６，７００）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体



（２）提案型集約化施業の推進と不在村森林所有者への働きかけの強化

における を森林組合等の林業事業体 「森林施業プランナー」の養成の加速化

集約化した施業の安定的な受託支援し、森林所有者への積極的な提案により

します。また、 による都市部在を推進 司法書士団体と森林組合系統との連携

住の不在村森林所有者への森林施業の働きかけを強化します。

施業集約化・供給情報集積事業 ５９２（５５９）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

（３）地域のニーズへのよりきめ細かな対応

森林づくり交付金と強い林業・木材産業づくり交付金の一体化 本交付金を、

により、地域のニーズによりきめ国から市町村に直接交付する仕組みの導入

細かく対応した取組を支援します。

森林・林業・木材産業づくり交付金 ９，６９２（９，７５６）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体等

２．低コスト作業システムの普及・定着の促進と低コスト育林技術の開発・評価

路網と高性能林業機械の組合せによる低コスト作業システムの普及・定着を

図るため、 を支援します。また、苗木の運搬高性能林業機械のリースによる導入

育林技術の開発から造林、間伐に至るまでの作業工程の低コスト化を図るため、

。・評価を行います

【がんばれ！地域林業サポート事業 １００（０）百万円】

【 】低コスト育林高度化事業 ３６（０）百万円

３．品質向上と流通効率化などによる木材産業の競争力強化

品質管理の徹底による高品質製品の生産体制整備乾燥度合いや寸法精度等の

と による流通の改革を進め、地域材利用量の邸別配送に対応した物流拠点の整備

増大を図ります。また、 大ロットでの安定取引を確川上と川下の協定等に基づき

、 。立するため を図る者に対して します同業種間の連携 一層低利の運転資金を融通

【地域材生産・物流拠点整備支援対策 ８９５（０）百万円】

【木材産業等高度化推進資金（金融措置 】）

４．住宅分野における地域材利用の推進

住宅の構造材における地域住宅分野における地域材の利用を拡大するため、

や、 による材の新たな利用技術の開発 森林所有者、製材工場、工務店などの連携

を図ります。地域材を活用した家づくりの普及

住宅分野への地域材供給支援事業 ２５０（２０９）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

［担当課：林野庁経営課（０３－３５０１－３８１０（直 ］））



（４）流域保全のための効率的かつ総合的な国土保全対策の推進

～ 大規模山地災害総合対策 ～

【治山事業 １０５，２５０（１１２，０１２）百万円】

対策のポイント

大規模災害に備えるため、既存の施設や森林等を活用する形で効率的に

山地防災力を強化します。また、危険地区の情報提供や災害発生時の支援

等のソフト対策とも一体となって、総合的な治山対策を推進します。

（我が国の山地災害の発生状況等）

・ 非常に激しい雨（1時間降水量50mm以上 」のアメダス100地点当たり年間発生回数「 ）

（昭和51年～昭和60年平均） → （平成8年～平成17年平均）16.6回 21.8回

（気象庁資料より）

・山地災害危険地区数 （平成17年度末）約23万6千箇所

・山地災害発生箇所数 （平成18年）約3,300箇所

・強い降雨現象は頻度が増す可能性が非常に高く、洪水リスクを増加させる。

「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）作業部会報告書（平成19年4月6日公表 」より抜粋）

政策目標

周辺の森林の山地災害防止機能等が確保された

集落数を平成20年度末までに4,000集落増加

約４万８千集落（15年度） → 約５万２千集落（20年度）

＜内容＞

１．治山施設機能強化事業

既存の治山施設の防災機能を強化する山地災害の危険性の高い地区において、

ことにより、大規模な崩壊や土石流等の山地災害による被害を効果的・効率的に

します。防止・軽減

治山施設機能強化事業（公共） １，４００（０）百万円

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県

２．火山防災林整備促進対策

泥流等の流出抑制を図る緩衝帯としての機能火山山麓部の森林地帯において、

を発揮させるための森林の整備 泥流等を安全に下流に誘導する土塁の設置等や、

し、火山活動による被害を防止・軽減します。を総合的に実施

土砂流出防止林造成事業等（公共） ８３２（６４５）百万円の内数

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県



３．流域全体を対象とした治山対策の推進

国有林と民有林とが連携して一体的な整備を行う特定流域総合治山事業等によ

し、大規模な山地災害の復旧等を効果り、流域全体を対象とした治山対策を推進

的・効率的に進めます。

特定流域総合治山事業等（公共） ５３，５８６（５５，１８５）百万円の内数

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県

４．山地災害危険地区情報の再整備

山地災害危険地区に関する情報を山地災害危険地区の再点検の結果を活用し、

し、大規模な山地災害によ地域住民等へ提供することにより、迅速な避難を助長

る被害を軽減します。

森林・林業・木材産業づくり交付金 ９，６９２（９，７５６）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：都道府県

５．森林管理局による迅速・円滑な支援の実施

大規模山地災害発生時における被害箇所の調査や、災害復旧対策についての助

森林管理局による都道府県に対する支援を引き続き言を行う専門家の派遣など、

します。迅速・円滑に実施

［担当課：林野庁治山課（０３－６７４４－２３０７（直 ］））



（参考） 森林吸収目標達成に向けた平成２０年度の対策について

１９年度（初年度）の取組

２０年度（２年目）の取組方向

平成１８年度補正予算を併せ、２３万haの整備に相当する７６５億円を確保●

【概ね１５万ha】① 平成１８年度補正予算 ５３０億円

災害防止を目的とした間伐等の森林づくりを緊急的に措置することを通じ

て、京都議定書算入対象森林の確保に寄与

【概ね８万ha】② 平成１９年度当初予算 ２３５億円

○ 水産基盤整備事業・農業農村整備事業との連携等、省を挙げた取組

京都議定書森林吸収目標（１３００万炭素トン）の達成を図るためには、

平成１９～２４年度の６年間において、毎年２０万haの追加整備が必要。

● 平成２０年度においては、次のとおり平成１９年度補正予算を併せ、

２０万haを超す（概ね２１万ha）追加整備に必要な予算を確保

２４０億円 【概ね６．５万haの整備】① 平成１９年度補正予算

昨年同様、災害防止を目的とした緊急的な間伐に必要な経費を確保し、京都

議定書算入対象森林の確保に寄与

３０６億円 【概ね１４．５万haの整備】② 平成２０年度当初予算

○平成１９年度当初予算と同様の取組の継続

６５億円【１．５万ha】・林野公共予算における森林整備関係予算への重点化

１５０億円【６万ha】・農林水産関係事業一体となった森林づくりの推進

２２億円【１万ha】・定額助成方式による森林整備の実施

○平成２０年度当初予算における新たな取組

３６億円【１万ha】・森林整備関係予算へのさらなる重点化

３３億円【５万ha】・非公共事業を活用した新たな取組

～民間資金の活用、事後精算という新しい方式による高齢級間伐の推進等～

③ 平成２０年度地方財政措置
追加的な間伐等の適債化と償還にかかる普通交付税措置



　緑資源機構については、「緑資源機構談合等の再発防止のための第三者委員会」の中間とりまとめを

踏まえ、平成１９年度限りで廃止するとともに、緑資源幹線林道事業については地方公共団体の補助事

業として実施。

　水源林造成事業、特定中山間保全整備事業、農用地総合整備事業については、独立行政法人森林

総合研究所において実施し、海外農業開発事業については、独立行政法人国際農林水産業研究セン

ターにおいて実施することとし、これらの事業や円滑な承継に必要な経費を措置。

（参考）緑資源機構関連予算について

緑資源幹線林道事業

水源林造成事業

農用地総合整備事業

海外農業開発事業

緑　資　源　機　構 １９年度限りで組織廃止

※　地方公共団体の判断により必要な区間について実施できるよう、新たに「山のみち地域づくり交付金」等
　を創設するとともに、既設道を円滑に移管するために必要な経費等を措置

事業の透明性、効率性を確保しつつ、
森林総合研究所が実施

農林道等について必要な見直しを行い、
森林総合研究所が実施

事業の効果的・効率的な実施を徹底しつつ、
国際農林水産業研究センターが実施

　※完了事業に係る債権債務等は、森林総合研究所
 　　が承継・管理

独法事業としては廃止

実施中の事業終了（２５年度）で廃止

※　公益的機能の高度かつ持続的な発揮を図るため、新規契約について長伐期、小面積分散伐採等の方法
　に見直すとともに、地球温暖化防止のための森林吸収源対策として間伐等を着実に推進

実施中の事業終了（２４年度）で廃止

森林総合研究所が実施

　　　　　　　【３，１８７（２，５８７）百万円】

　　　　　【１０，０５４（１３，７８８）百万円】

　　　　　【山のみち地域づくり交付金等　７，０００（０）百万円】

　　　　　【２８，８２４（２９，７０１）百万円】

　　　　　【幹線林道事業移行円滑化対策交付金　７０６（０）百万円】

※　計画の見直し、コスト縮減を図りつつ、事業効果の早期発現を推進

※　着実な事業終了に向け、適切に実施

※　砂漠化防止等地球環境問題への対応に貢献するため、開発途上国の持続的な農業農村開発に資する
　調査を着実に実施

特定中山間保全整備事業

　【国際農林水産業研究センター運営費交付金のうち　　４７９（０）百万円】
　　　　 （注）Ｈ１９年度は海外農業開発調査費として４９４百万円を措置
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